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１．緒言
　発達障害とは「自閉症、アスペルガー症候群
その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥
多動性障害その他のこれに類する脳機能の障害
であってその症状が通常低年齢において発現す
るものとして政令で定めるものをいう」１）と定
義されている。さらに、自閉スペクトラム症（以
下、ASD）、学習障害、注意欠陥・多動性障害（以
下、ADHD）の定義においては、それぞれの

特性とあわせて「中枢神経系の機能不全である
こと」２）が定義されており、「脳機能の障害及
び中枢神経系の機能不全」は、発達障害の子ど
もたちに共通した課題であることが示されてい
る。
　この「中枢神経系の機能不全」とともに、古
くから指摘されているのが、粗大運動（歩行・
走行・跳躍など）や巧緻運動（構える、姿勢を
維持する、字を書くなど）、協調運動の不全や
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弱さである。　
　最近の研究においてもこのことは指摘されて
おり、是枝３）は、 ASDの発達期における運動
面の偏りについて「ぎこちなさや身体意識の未
熟さ、姿勢制御の問題や感覚の過敏さがある」
と述べている。
　また、松山４） は「発達性協調運動症は、
ASDやADHDに併発しやすいため、共通する
遺伝的要因を有する可能性があるものと推察さ
れる」とし「幼児期から感覚統合療法やムーブ
メント教育によって、協調運動の発達を図り、
その際、ストレングス視点から遊びを展開する
とすれば、協調運動の困難が軽減する」と報告
している。
　さらに、古賀ら５）は、「発達性協調運動障害
のある児童に対する運動指導の効果」において
バランス、敏捷性、巧緻性に着目した運動指導
を実施し、その効果が動作の変化や日常生活へ
波及していることが示唆されたとしている。
　これらの研究から、ASD児やADHD児には

「脳の機能障害又は中枢神経系の機能不全」が
あると推定されること、「発達性協調運動症」
などの運動のぎこちなさ、身体意識の未熟さを
併発する可能性があること、「幼児期」から「協
調運動」を促進するための運動プログラムを提
供することにより、改善が図られること、さら
にその効果は、「運動面の改善だけではなく、
日常生活の変化にも波及する」ことが明らかと
なってきており、ASD児やADHD児に対する
発達支援の方法として運動発達を促進する運動
プログラムの意義と必要性が示されている。
　本稿では、筆者も参加してきた小関らの実践
研究において研究・開発してきた「感覚運動調
整療法」を基礎とした運動プログラムについて
論じるとともに、実践においてかかわりを持っ
た子どもたちへの運動プログラムの経過とその
結果について検討し、運動プログラムを中心と
した発達支援法について考究する。

２．方法
（１）感覚運動調整療法とは
　「脳機能の障害」「中枢神経系の不全」につい
て小関６）は「発達障害の基本的障害の一つと
して『感覚刺激の処理の調整障害』があり、感
覚受容器（視覚、聴覚、触覚など）から取り入
れた（in put）外界の刺激ないし情報を調整す
る脳幹（brain stem）の処理機能に不全が存在
する」という仮説を提唱し、障害児は発達に必
要な効果的刺激を取り入れても、発達的行動と
して出力する（out put）過程に問題が存在する」
と述べている。
　また、この仮説から発達障害児の課題を解決
するためには、情報を処理した結果として表現
される課題行動の改善に焦点をあてるのではな
く、子どもの発達に資する情報を子どもに提供
することにより、「脳機能の障害」や「中枢神
経系の不全」を克服できないかと考え「感覚運
動調整療法」を開発し、実践研究を行っている。

（２）発達支援の視点
　本実践研究の目的は発達障害の子どもたちの
発達を促進するための運動プログラムを開発
し、提供することにある。これまでの長年の実
践研究から小関らが見出してきた視点ととも
に、それを補足する最近の研究から導き出され
た２つの視点について述べる。

１） 人間関係を土台とした情緒的関係を含んだ
プログラムであること。

　ASD児やADHD児の抱える発達的課題の一
つとして、人間関係形成の困難さがあることは
周知のとおりである。平野ら７）は、「協調運動
の障害は社会参加にも影響を与え、特に幼児児
童では同年代等との遊びに入っていけるかと
いった問題と関連があると考えられる」として
いる。
　実際に筆者らがかかわった子どものなかに
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は、言葉でのコミュニケーションだけではなく、
他者への関心のなさや保護者（特に母親）を求
めない姿が見られた。また、保護者の多くは子
どもが何を考えているかわからず、言葉でのコ
ミュニケーションも取れず、しつけが難しかっ
たと悩みを訴えていた。
　このことから、小関８）は「援助を受ける発
達障害児が、生の意識に目覚めることを第一の
目標にすべきである。生の意識に目覚めるとい
うことなしに、発達はあり得ない。すべての人
間が生を自覚するには、喜びや満足という高度
な情緒的な要素を伴った他者との交流が必要で
ある」と強調し、子どもへの支援はいかなる手
段をとろうとも、生きる意欲、生の意識を自覚
できるような人間的刺激を発達支援に含めるこ
との必要性を述べている。
　実践研究においては、発達支援は単に運動の
改善を目的とするのではなく、人間関係を土台
とした情緒的関係を構築する方法を含むことと
している。その具体的な方法として、手と手の
接触を伴うことや他者と協働して運動プログラ
ムに取り組むことが含まれている。

２）協調運動を含んだプログラムであること
　ASD児、ADHD児には「発達性協調運動症」
を併発している子どもたちがいることが報告さ
れている、実践研究においても、咀嚼や飲み込
みの弱さ、歩行・走行のぎこちなさ、跳躍のぎ
こちなさ、字を書く際の力の調整が困難、マス
目に文字を書くことが難しいなどの症状を示す
子どもたちが参加している。
　これらの課題に対する発達支援について、 
N.KEPHART９）は「知覚―運動訓練」「知覚―
運動の協応」「眼球運動の訓練」を挙げ、運動
訓練により発達障害の症状の軽減が可能である
とし、仰臥位による運動訓練について触れてい
る。また、村上10）は「ASD児を対象とした発
達支援では、ASDに特有な社会性の問題だけ

でなく運動面へのアプローチも必要不可欠な要
素の一つとして捉えられる」としている。
　さらに、松山11）は、研究成果をもとに、発
達障害のある子どもへの保育10か条として「①
身体の感覚を育てる、②全身を協調させて動か
す、③指先を使う、④目で見て手を動かす、⑤
動作の模倣をする、⑥落ち着いて遊ぶ、⑦目で
見て、認識する、⑧ことばのやり取りをする、
⑨友だちとコミュニケーションとる、⑩生活習
慣をみにつける」を挙げ、発達障害の子どもの
保育に粗大運動や巧緻運動を含んだ協調運動を
取り入れることの必要性を提起している。
　これらの先行研究や実際に参加している子ど
もたちの示す姿から、実践研究では９つの項目

（①歩行・跳躍、②バランス・リズム運動、③
構えなどの保持、姿勢、④巧緻運動、⑤粗大運
動（全身運動）、⑥伸展運動、⑦屈曲運動、⑧
下肢巧緻運動、⑨上肢巧緻運動）を柱として掲
げ、協調運動を含んだプログラムを開発・提供
することとしている。

（３） 事例研究
１）研究期間と対象児
　2010年～ 2015年に実践研究に参加した子ど
ものうち、ASD、ADHDの諸症状を示す子ど
もを対象とする。

２）研究の方法
　関わった子どもたちへの運動プログラムにつ
いて考察するとともに、運動プログラムに参加
する子どもたちの様子や保護者からの日常生活
や教育・保育場面における変化について聞き取
り、その効果について検討する。

３）倫理的配慮
　実践研究にあたり、筆者が実践研究に参加す
る趣旨について説明し、同意を得ている。また、
研究論文等にまとめる際には、個人情報保護の
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観点から個人が特定されることを防ぐため、氏
名や年齢を公表しないこと、全ての情報は研究
目的以外の利用をしないこと、写真の掲載にあ
たっては、個人を特定できないように加工する
ことを説明し、同意を得ている。

４）運動プログラムの実際
プログラム－１

〇ねらい：全身運動を伴うプログラムを提供す
ることにより協調運動を促す。

〇目標：跳躍、バランス・リズム運動、粗大運
動、伸展運動、屈曲運動

〇方法：巧技台を図のように設置し、ＡからＢ
へと跳躍して移動する。その際、保護者又は
支援者と手をつなぎ、１・２・３のリズムで
一緒に跳躍することとしている。またプログ
ラムの展開として、巧技台をジグザクに置い
たり、距離を広げたり、手を放し、声のみで
リズムを合わせて跳躍するように展開して
く。

　　プログラムを十分にこなすことができるよ
うになったら、列を３列にし、子どもを真ん
中に左右に支援員や保護者が入り、手をつな
いで跳躍する。

〇観察の視点
①保護者とリズムを合わせて跳躍により移動

することができるか。
②適切に足を伸展・屈曲できているか。
③ルールに従って活動することができるか。

プログラム－１の発展

〇ねらい：ボールの探索や移動させることによ
り足の巧緻運動を促進する。

〇目標：バランス運動、巧緻運動
〇方法：プログラム−１のＢのあとに設置する。

ＣからＤに向けて足でボールを移動させる。
〇観察の視点

①ボールを足で探索する際に目で確認してい
るか。

②支援員からの指示（足を交互に使用する）
に従って行動しているか。

③集中が保たれているか。
④バランスが取れているか。
⑤どのように足を動かしているか。

プログラム－２

〇ねらい：梯子の高さに合わせて身体のバラン
スを保ち、目と足の協調運動を促進する。限
られた環境（梯子の枠）の中で支援者や保護
者と手をつなぐ課題を実施することにより、
他者を認識させる。

　　ボールをぶつけるための巧緻運動、手放し
たボールの行方を追うことで集中力を高め
る。

〇目標：バランス運動、伸展・屈曲運動、粗大
運動、追視

〇方法：ＡからＢに跳躍で移動する。跳躍の際
は、足を開いて移動する。Ｃに跳躍し、一旦、
座った後にＤからＥへ梯子の中を歩いて移動
する。移動の際は、左右の足が交互に出るよ
うに声をかける。Ｅの地点でボールを受け取
り、Ｆ・Ｇにボールを当て、Ｈのタイヤにボー
ルを入れる。

〇観察の視点
①跳躍の際の目で目標を認識し、身体を目標

に合わせて調整しているか。
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②梯子の中を移動する際に足を左右交互に出
しているか。

③ボールを投げる際に目標を見ているか。
④ボールを投げる際のリズムや力が調整され

ているか。

プログラム－３

〇ねらい：ボールを投げる際の課題を複雑化す
ることで姿勢を維持し、ボールを投げるため
の協調運動を促進する。

〇目標：跳躍、バランス・リズム運動、伸展運
動、屈曲運動、構えの姿勢の保持

〇方法：ＡからＢまで跳躍で移動する。Ｂから
Ｃには足を開いて跳躍する。Ｃで足を開き、
ボールを投げる姿勢をとる。Ｄの巧技台に
ボールをバウンドさせ、〇（ソフトボール）
にあて、Ｅの巧技台にソフトボールを入れる。

〇観察の視点
①適切に足を伸展・屈曲できているか。
②ボールを投げる際の構えの姿勢の保持（特

に下肢の状態）ができているか。
③ボールを投げた後にボールを目で追うこと

ができているか（追視行動があるか）。

プログラム－４

〇ねらい：足でボールを操作する課題を設定す
ることで、足の巧緻性運動を促進する。仰臥
位（（図１）の状態を保持することにより、
全身の調整及びバランスをとることを促す。

〇目標：跳躍、姿勢の維持、巧緻運動
〇方法：ＡからＢまでジグザグに設置された巧

技台を跳躍で移動する。Ｂの巧技台に着いた

ら仰臥位の状態になり、ＣにあるボールをＤ
の巧技台にのせ、片方の足で１・２・３のリ
ズムをつけて転がし、Ｅにボールを入れる。

　　支援者や保護者と一緒にプログラムを実施
するように発展させる。

〇観察の視点
①仰臥位の姿勢がとれているか。
②仰臥位の状態で活動する際にバランスをと

ることができているか。
③全身のバランスがとれているか。
④足の巧緻運動ができているか。

図１　仰臥位の姿勢

３．結果
（１）経過と結果
　プログラム−１・２を提供した際に共通的に
見られた課題は、プログラムへ参加する意思や
意欲がみられなかったり、導入しようにも人間
関係をとることに困難を示したりすることで
あった。まずは支援員との人間関係を構築する
ために手と手の関係を重視することとしプログ
ラム以外の場面でも子どもとの皮膚接触を積極
的にとった（写真①）。子どもの状況をみなが
ら徐々に参加を促し、導入することを繰り返す
ことで参加することができるようになってき
た。

写真①　手と手の関係を重視したかかわり
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　協調運動では、当初は手を支えていてもバラ
ンスをとることが難しい子ども（写真②：跳躍
の際に左足が残ってしまう）や、足を梯子の高
さまで上げ前に出すことが困難で、その場で立
ち止まってしまう子どもがみられた（写真③）。
その際は、支援者が足を手で支えながら次の行
動がとれるように促すなどの配慮を行っている

（写真④）。

写真②　プログラム－１　　 　写真③　発展

写真④　プログラム－２

　プログラムへの参加がみられるようになった
あとは、子どもの成長・発達の状況に応じて、
プログラム−３・４のように発展させたプログ
ラムを提供している。
　これらのプログラムの変化に対し、子どもた
ちはバランスをとったり、足を伸ばしたり、目
的にそった構えの姿勢をとったり、協働して活
動したりするなど、ゴールに向かって目的を
もって活動する様子が見られた（写真⑤、⑥）。

写真⑤・⑥　プログラム－４

　また、小学生以上の子どもたちには、子ども

同士や親子で参加するプログラムを実施するな
どして課題を徐々に変更しながら支援を続け
た。その結果、プログラム後の点数を数えたり、
封筒に入っている質問（好きなものはなんです
か、絵をみてどんな場面か文字におこすなど）
に協働して取り組んだりすることができるよう
になってきた（写真⑦）。

　写真⑦　グループ活動

　写真⑦の子どもたちは当初、ADHDの症状
を示しており、多動性や衝動性がみられ、座っ
ていることもままならなかった子どもたちであ
る。このことは、教育場面での変化にもつながっ
ており、保護者からは、これまで離席が多かっ
たが集中して座る時間が増えてきた、宿題に取
り組む機会が増えてきた、課題が示されてもこ
れまではすぐに諦めていたが、諦めることが少
なくなってきたなどの報告があった。

（２）ASD児の経過と結果
　ASD児への支援は、前述したように、本プ
ログラムの前提として、手と手の関係を重視し
たプログラムを実施している。
　また、ASD児の中には、「こだわり」がみら
れることがわかっている。実践研究に参加して
いた子どもの中にも、時間へのこだわりがある
と、どんな状況にあっても「〇時に終わる？」「〇
時にご飯？」といった発言が何度も繰り返すこ
とがあったり、独り言（事例ではテレビＣＭや
アニメのセリフ）があったりする姿がみられた。
　支援者や保護者とともにプログラムに参加す
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る際、手を持ち、リズムをかけながら実践する
ことで他者を認識し、同時に跳躍するなどのプ
ログラムを設定し、行動を共にすることができ
るようになってくると保護者からは、集中でき
る時間が増えてきた、これまで独り言をいうこ
とが多かったが軽減してきているとの報告が
あった。

（３）ADHD児の経過と結果
　ADHD児のプログラムに参加した際の主症
状は多動であった。プログラムへの参加以前に
手を握られることを嫌がり、プログラム会場か
ら逃避を図ったり、保護者を突飛ばしたりする
行動がみられた。思い通りにならないと床に寝
そべり、癇癪を起すことも多かった。
　これらの子どもへの支援の大前提は、叱らな
いが譲らないことにある。癇癪を起している間
は極力、声をかけず、危険がないように見守っ
たり、背中を摩ったり、手を握ることができる
場合は手を握っていた。さらに、癇癪がおさまっ
た後は心から受け入れることを支援者・保護者
は徹底していた。
　このことを繰り返すうちに次第と支援者らと
手をつなぐ機会が増え、プログラムに導入でき
るようになってくると同時に保護者からは癇癪
の回数が減ってきた、切り替えができるように
なってきた、暴力的な行動が減少してきたなど
の報告がみられるようになった。

４．結論
　本研究では、ASD児やADHD児に共通する
発達性協調運動症に焦点をあて、「感覚運動調
整療法」を基礎とした運動プログラムの効果に
ついて論究してきた。村上12）（前掲）は、ASD
児は運動の効率化に困難さがあり、意識して運
動を調整する能力や運動遂行における予測の問
題があると述べている。ASD児の場合、日常
生活の行動においても急な予定の変更や新しい

場所に対する適応に困難を示すことがある。筆
者の実践研究においても同様の様態を示す子ど
ももいるが、プログラムの変化や他者とのかか
わりを重視することで、日常生活の混乱が軽減
した子どももみられた。
　このように、ASD児、ADHD児の子どもた
ちへの運動プログラムは単に、発達性協調運動
症の改善に役立つだけではなく、プログラムへ
の適応が促進されることにより、日常生活や保
育・教育場面にもその影響は波及し、全体的な
成長、発達につながることが今回の実践研究か
ら明らかとなった。
　今後は、子どもの成長・発達について、発達
検査や運動機能の評価などにより効果測定の方
法を確立する必要がある。そのためには医療・保
健・教育分野の専門職との連携は必要不可欠で
あることから、ICF-CY（International Classification 
of Functioning, Disability and Health, -version for 
Children and Youth-、国際生活機能分類―児童
版―）を用いた子どもの客観的な理解について
研究を深めたいと考える。
　また、事例検討における質的研究で課題と
なったのは子どもたちにかかわる支援者の専門
性や経験値である。プログラムでは、子どもの
ストレングスにも目を向ける必要があり、容易
に達成できるプログラムでも、達成が困難すぎ
るプログラムでも子どもの意欲を削いでしまう
可能性がある。同じプログラムを設定したとし
ても、一人ひとりの子どもに応じた環境の調整
が必要となってくる。
　しかし、これらの調整にはこれまでの子ども
の様子や当日の状況、目的の違いを理解するこ
とが必要となり、一定期間の経験があってこそ
判断できるものである。 
　今後は、社会的承認を得られるだけの実証を
重ねるとともに、これまでのプログラムの内容
や評価方法、支援方法を伝達可能なものとし、
他専門職との連携や子どもにかかわる支援員の
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育成に役立てていきたいと考えている。
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